
０１１ 奈良時代 律令制度の完成 
 （唐という大帝国と渡り合うためには、日本も権力を集中させる必要がある） 

◇701 大宝律令      

律…いまの 刑法 にあたる   

令… 行政法など にあたる 

  藤原不比等
ふ ひ と

(鎌足の子) と

刑部
おさかべ

親王(忍坂部
お さ か べ

皇子)が編纂。 

律令は形式的には  1868 年

まで存続。    

◇律令官制(大宝令で規定) 

 二官八省一台五衛府  

祭祀をつかさどる 神祇官
じんぎかん

        

政治をつかさどる 太政官
だいじょうかん

    

※唐の令では 皇帝 に権力 

集中しているが、大宝令
たいほうりょう

で

は 太政官 に権力が集中。 

少納言は今の 書記 係 

太政官の下で政務を分担 

する各省庁が 八省   

今の文部省は 式部
し き ぶ

省  

 民部
み ん ぶ

省  は今の国税庁 

今の外務省は 治
じ

部
ぶ

省  

不正監察は 弾
だん

正台
じょうだい

    

 

◇  官位
か ん い

相当
そうとう

制     

官吏は 位階
い か い

 をもらい、 

位階に応じた 官職 に就く 

五位以上が 貴族 。 

三位以上が 公
く

卿
ぎょう

 。 

◇ 蔭
おん

位
い

の制       

 五位 以上の子が父祖父 

の位階に応じて高い位階に。 

 

◇ 四等
し と う

官
かん

制    

一等官を かみ   

二等官を すけ   

三等官を じょう  

四等官を さかん と読む 

＜武蔵国＞  ＜兵衛府＞ 

武蔵
むさしの

守
かみ

    兵衛督
ひょうえのかみ

 

武蔵
むさしの

介
すけ

    兵衛
ひょうえ

佐
のすけ

 

武蔵掾
むさしのじょう

    兵 衛 尉
ひょうえのじょう

 

武蔵目
むさしのさかん

    兵衛
ひょうえの

志
さかん

 

 

◇官吏の給与 

 封
ふう

戸
こ

 …ここからの庸調 

が役人の給与となる農民。 

 位
い

田
でん

 …位階に応じて与 

えられる田。 輸租田 。 

 職
しき

田
でん

 …官職に応じて与

えられる田。 不輸租田 。 

◇ 大宝
たいほう

律
りつ

  の規定 

 五刑 ： 笞･杖･徒･流･死          

 八虐 ：謀反など８の重罪 

 

◇地方制度 

 国－ 郡 － 里  

  五十戸 で１里を構成 

 

◇ 戸籍 … ６ 年毎に作

られる 班田 と 徴兵 の台帳。 

◇ 計帳 … 毎年作成 さ

れる徴税のための台帳。 

戸籍も計帳も実質的には 

 郡司 が作成し、中央に

１部送って 民部省 が管理 

 

◇  班田収授  法 

  ６ 歳以上の 男女 に 

 口分田 を支給する制度 

班田は ６ 年ごとに行う。 

◇租庸調制 

 租
そ

 … 国衙
こ く が

 の財源に。 

 稲を 2束
そく

2把
わ

(22把) 納入 

これは収穫の約 ３％  

 

 調 … 中央政府 の財源 

各国の 特産物 を納める 

 男子 のみで女子は不課。 

 

 庸 … 中央政府 の財源 

都で 10 日間 労役の代わ

りに 布 2丈
じょう

6尺
しゃく

 を納める。 

 男子 のみで女子は不課。 

 

 運
うん

脚
きゃく

 … 調
ちょう

庸
よう

 を都

まで運ぶ義務。 

 

 雑徭
ぞうよう

 … 60日 を上限に、 

 国司 が人民を働かせる。 

 

 出挙
す い こ

 …国家が強制的に 

 稲  を貸し付ける。 

利率は年 5割  

 

◇兵役（東アジアは軍事的緊張） 

男子 ３～４人 に１人の

割合。 

 軍団 …各国に設置された。 

 衛士
え じ

 …上京して都の警備 

 防人
さきもり

 … 大宰府
だ ざ い ふ

 に所属し

北九州の警備。 ３年間で 

主に 東国出身者 が充て

られた。 

 

◇ 五色
ご し き

の賤
せん

      

 陵
りょう

戸
こ

    家人
け に ん

  

 官
かん

戸
こ

    私
し

奴婢
ぬ ひ

  

 公
く

奴婢
ぬ ひ

  口分田…賤民   

  にも少ないが支給！ 


